
鹿児島県中小製造業者創業・新分野進出等支援補助金交付要綱

第１章 総則

（趣旨）

第１条 知事は，地域経済の活性化や雇用機会の確保を図るため，創業，新たな分野への進

出，規模拡大又は新産業の創出等に取り組む中小製造業者で，第３条，第21条，第28条及

び第31条に定める交付要件に該当するものに対し，予算の範囲内において補助金を交付す

るものとし，その交付については，鹿児島県補助金等交付規則（昭和63年鹿児島県規則第

１号。以下「規則」という。）及び鹿児島県中小製造業者創業・新分野進出等支援事業実

施要領（以下「実施要領」という。）に定めるほか，この要綱に定めるところによる。

（定義）

第２条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定めると

ころによる。

(1) 中小製造業者 既に鹿児島県内（以下「県内」という。）で業を営む中小企業支援法

（昭和38年法律第147号）第２条に規定する中小企業者並びに県内において新たに創業

を目指す個人及びそのグループのうち，製造業を営む者（今後，製造業を営もうとする

者を含む。）をいう。ただし，次に掲げるいずれかに該当する者は，大企業とみなして

補助対象者から除く。

ア 発行済株式の総数又は出資価格の総額の２分の１以上を同一の大企業が所有してい

る中小企業者

イ 発行済株式の総数又は出資価格の総額の３分の２以上を大企業が所有している中小

企業者

ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が，役員総数の２分の１以上を占めている中

小企業者

(2) 大企業 中小企業支援法第２条に規定する中小企業者以外の者であって，事業を営む

者。ただし，次のいずれかに該当する者については，大企業として取り扱わないものと

する。

ア 中小企業投資育成株式会社法（昭和38年法律第101号）に規定する中小企業投資育

成株式会社

イ 投資事業有限責任組合契約に関する法律（平成10年法律第90号）に規定する投資事

業有限責任組合

(3) 創業 次に掲げるいずれかに該当することをいう。

ア 事業を営んでいない個人が，新たに事業を開始すること。

イ 事業を営んでいない個人が，新たに法人を設立し，当該新たに設立された法人が事

業を開始すること。



ウ 事業所指定を受けようとする年度の４月１日においてア又はイの開始の日（開業の

日又は法人設立の日）から２年を経過していない個人又は法人が，事業に取り組むこ

と。

(4) 新たな分野への進出 中小製造業者が，新たな分野の事業（事業所指定を受けようと

する年度の４月１日において新たな分野の製品等（試作品を除く。）の販売を開始して

いない，又は販売開始の日から２年を経過していない事業）に取り組むことをいう。

(5) 規模拡大 中小製造業者が経営規模の拡大を図るため，生産性の向上に資する事業を

行うことをいう。

(6) 生産性の向上 既存の生産品目において機械設備を最大稼働した場合の生産量を５％

以上増加させることをいう。

(7) 事業所指定 実施要領第７条第１項に定める事業所指定をいう。

(8) 補助事業 補助金の交付の対象となる事業をいう。

(9) 補助事業者 補助事業を行う者をいう。

(10) 補助対象経費 補助金交付の対象となる経費をいう。

(11) 受託者 実施要領第４条第１項の委託に係る受託者をいう。

(12) 工事着手 事業の用に供する施設，機械設備及び付属施設の新設又は増設に係る工事

に着手することをいう。

(13) 新設 県内に事業所を有しない者が，県内において新たに用地を取得（使用貸借及び

賃貸借を含む。）して事業所を建設又は購入（使用貸借及び賃貸借を含む。以下同じ｡)

することをいう。

(14) 増設 次に掲げるいずれかに該当することをいう。

ア 県内に事業所を有する者が，県内において事業所を新たに建設又は購入すること。

イ 既に設置された事業所内において，事業の用に供する機械設備及び附属施設（既存

の機械設備及び附属施設に代えて取得するものを除く。）を新たに取得すること。

(15) 設備投資額 事業所指定を受けた事業において，事業所並びに事業の用に供する機械

設備及び附属施設のうち，地方税法（昭和25年法律第226号）第341条に規定する固定資

産に該当するものの取得価格（ただし，用地取得費を除く。以下同じ。）並びにこれら

に類する経費として知事が必要と認める経費の合計額をいう。

(16) 新規雇用者数 設置された事業所の操業開始後１年以内に雇用を開始され，この補助

金の交付申請時に４か月以上継続して雇用されている常用の雇用者の数から，当該事業

所の設置に伴い県内の他の事業所（当該事業所を設置する法人等に50パーセント以上出

資している法人等の事業所を含む。）において配置転換，解雇等によって減員となった

常用の雇用者の数を控除した数をいう。

(17) トライアル供給 新規性や独自性のある技術を用いた新製品又は当該新製品を利用し

た役務の提供について，顧客の反応・評価等を分析し，当該新製品の更なる改良や販路

開拓等につなげるため，通常の価格よりも割り引いた低価格（以下「トライアル価格」

という。）で販売し，又は役務を提供することをいう。



(18) 事業計画

補助金の交付を受けようとする事業の計画をいう。

(19) 経営計画

経営計画策定支援事業及び経営計画実施支援事業において，各事業区分ごとの事業計

画を総括した取組全体の事業計画のことをいう。

第２章 ソフト支援事業

（補助金の交付要件及び補助金の額等）

第３条 実施要領第３条第１号及び第２号アからエまでに掲げる事業（以下「ソフト支援事

業」という。）に係る補助金の交付のための要件及び額等は，次の各号に掲げるもののほ

か，別表１に定めるとおりとする。

(1) 自動車，電子，食品，環境・新エネルギー，健康・医療，バイオ又は航空機産業に関

連する事業において，創業，新たな分野への進出又は規模拡大に取り組む中小製造業者

であること。

(2) 事業所指定を受けたものであること。

(3) 鹿児島県税を完納しているものであること。

(4) 他の制度等により補助金又は助成金を受けている事業ではないこと。

２ ソフト支援事業の実施期間（補助対象期間）は，１事業者につき３か年度以内とし，事

業所指定後初の交付決定の日から事業最終年度の３月末日までの間とする。

３ ソフト支援事業に係る補助金は，年度ごとに交付するものとする。

４ 各年度ごとの交付申請については，経営計画に示された年度ごとの補助金の計画額を超

えない範囲で申請することができるものとする。

５ ソフト支援事業に係る補助金の交付額は，事業区分ごとの補助対象経費に補助率を乗じ

て得た額の合計とする。ただし，補助金の交付額は事業区分ごとの補助限度額を超えない

ものとし，事業区分ごとに算出された額に千円未満の端数が生じた場合，これを切り捨て

るものとする。

（申込書及び事業計画書）

第４条 ソフト支援事業に係る補助金の交付を受けようとする者は, 申込書（経営計画策定

支援事業については別記第１－１－１号様式，経営計画実施支援事業については別記第１

－１－２号様式）により事業計画書を知事に提出しなければならない。ただし，経営計画

実施支援事業の申込みについては，既に経営計画を策定している場合に限る。

（補助金の交付申請）

第５条 事業所指定を受けた者は，補助金交付申請書（別記第１－２号様式）を知事が別に

定める期日までに提出しなければならない。

２ 前項の交付申請書に添付しなければならない書類は，次のとおりとする。



(1) 補助金事業計画書（経営計画策定支援事業については別記第１－２号様式（別紙１），

経営計画実施支援事業については別記第１－２号様式（別紙２から別紙５までのうち

行おうとする事業に係るもの））

(2) その他知事が必要と認める書類

３ 中小製造業者は，第１項の補助金の交付の申請をするに当たって，当該補助金に係る

消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）に係る仕入控除税額（補助対象経費

に含まれる消費税等相当額のうち，消費税法（昭和63年法律第108号）の規定により仕

入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法の規定による

地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消

費税等仕入控除税額」という。）を減額して交付申請しなければならない。ただし，申

請時において当該消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては，この限りでな

い。

（補助金の交付決定等）

第６条 規則第６条の規定による交付決定の通知は，補助金交付決定通知書（別記第１－３号様式）

によるものとする。

２ 規則第４条第１項に基づく交付の決定に当たり，前条第３項により補助金に係る消費税

等仕入控除税額について減額して交付申請がなされたものについては，これを審査し，適

当と認めたときは，当該消費税等仕入控除税額を減額するものとする。

３ 知事は，前条第３項ただし書による交付の申請がなされたものについては，補助金に係

る消費税等仕入控除税額について，補助金の額の確定において減額を行うこととし，その

旨の条件を付して交付決定を行うものとする。

（計画変更の承認）

第７条 補助事業者は，次の各号に掲げる変更事由が生じたときは，規則第７条第１項の規

定により，計画変更承認申請書（別記第１－４号様式）を知事に提出しなければならない。

(1) 補助事業の内容を著しく変更しようとするとき。

(2) 補助対象経費の配分を著しく変更しようとするとき。

２ 前項第１号及び第２号に規定する著しく変更しようとするときとは，次に定める場合と

する。

(1) 補助目的及び補助事業の能率に影響を及ぼす原材料等の数量，規格の変更，機械等の

規格の変更その他補助事業の大幅な変更をするとき。

(2) 補助事業に要する経費の各事業区分ごとの配分について，補助対象経費のいずれか低

い方の２割を超えて流用を行うとき。

３ 知事は，規則第７条第２項の規定による承認を行う場合において，変更承認のみを行う

ときは変更決定通知書（別記第１－５号様式）により，変更承認に併せて変更交付決定

を行うときは変更交付決定通知書（別記第１－６号様式）により行うものとする。



（申請の取下げ）

第８条 規則第８条第１項の規定による申請の取下げは，交付の決定の通知を受けた日から

15日以内に補助金交付申請取下書（別記第１－７号様式）を知事に提出することにより行

うものとする。

（状況報告）

第９条 規則第11条第１項の規定による状況報告は，状況報告書（別記第１－８号様式）に

よるものとする。

（事故報告）

第10条 規則第11条第２項の規定による知事への報告は，事故報告書（別記第１－９号様式）

によるものとする。

（実績報告）

第11条 補助事業者は，補助事業が完了したとき（補助事業の中止の承認を受けたときを

含む。）又は事業終了日を経過したときは，その日から10日以内に実績報告書（別記第１

－10号様式）に関係書類を添えて提出しなければならない。

２ 前項の実績報告書に添付しなければならない書類は，次のとおりとする。

(1) 成果等報告書（別記第１－10号様式別紙）

(2) その他知事が必要と認める書類

（補助金の額の確定）

第12条 規則第14条の規定による補助金の額の確定の通知は，補助金交付確定通知書（別記

第１－11号様式）により行うものとする。

（補助金の交付）

第13条 規則第16条第１項の規定による補助金の交付請求は，補助金交付請求書（別記第１

－12号様式）により行うものとする。

２ この補助金は，精算払により交付するものとする。

（財産処分の制限）

第14条 補助事業者は，補助事業により取得した財産であって取得価格又は効用の増加価格

が50万円以上のものを処分しようとするときは，財産処分承認申請書（別記第１－13号様

式）を知事に提出し，その承認を受けなければならない。ただし，当該財産が減価償却資

産の耐用年数等に関する省令（昭和40年大蔵省令第15号）に定める期間を経過した場合又

は規則第18条第１項又は第２項の規定に基づき補助金の全部に相当する額を返還した場合

はこの限りでない。



２ 前項の承認申請があった場合，知事は財産処分決定通知書（別記第１－14号様式）によ

り通知を行うものとする。

３ 補助事業者は，第１項に規定する承認を受けて当該財産を処分したことにより収入があ

ったときは，別に定めるところにより県にその収入の全部又は一部に相当する金額を納付

しなければならない。

（事業化状況報告等）

第15条 補助事業者は，補助事業の実施成果の事業化に努めなければならない。

２ 補助事業者は，補助事業（経営計画策定支援事業を除く。）について実績報告書を提出

した日の属する年度の翌年度から５年間，毎年当該補助事業の実施成果の事業化の状況に

ついての事業化状況報告書（別記第１－15号様式）を知事に提出しなければならない。

３ 前項の事業化状況報告書の提出は，補助事業の完了した日（経営計画実施支援事業にあ

っては事業最終年度の完了日）の属する年度の翌年度から５年間，毎年５月末までに行な

わなければならない。

（産業財産権等に関する届出）

第16条 補助事業を実施することにより特許権，実用新案権，意匠権又は商標権（以下「産

業財産権」という。）が発生した場合，その帰属先は，以下の項目を遵守することを条件

に，原則として補助事業者とする。

(1) 補助事業者は，補助事業に基づく発明，考案等に関して産業財産権を当該事業年度又

は事業年度終了後５年以内に出願若しくは取得した場合又はそれらを譲渡し，若しくは

実施権を設定した場合には，遅滞なくその旨を記載した産業財産権届出書（別記第１－

16号様式）を知事に提出すること。

(2) 知事が公共の利益のために特に必要があるとして要請する場合，知事に対し，当該産

業財産権を無償で利用する権利を許諾すること。

(3) 当該産業財産権を県内において相当期間活用しておらず，かつ，正当な理由がない場

合で，知事が特に必要があるとして要請するときは，第三者への実施許諾を行うこと。

(4) 本事業の実施期間中及び事業終了後５年以内に産業財産権の移転，専用実施権の設定

又は移転の承諾をしようとするときは，あらかじめ知事の承認を得ること。

２ 前項の規定にかかわらず，第11条に規定する実績報告に係る納入物の著作権は，ソフト

ウェア等の著作権を除き全て県に帰属するものとする。

（消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還）

第17条 補助事業者は，補助金の交付後に消費税等の申告により，補助金に係る消費税等仕

入控除税額が確定した場合には，消費税等の額の確定に伴う報告書（別記第１－17号様式）

により，速やかに知事に報告しなければならない。

２ 知事は，前項の報告があった場合には，当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返



還を命ずることがある。

（財産の管理）

第18条 補助事業者は，当該事業により取得し，又は効用が増加した財産（以下「取得財産

等」という。）について，当該事業の完了後も取得財産等管理台帳（別記第１－18号様式）

を備え，その保管状況を明らかにし，善良な管理者の注意をもって管理しなければならな

い。

（証拠書類の保管）

第19条 補助事業者は，補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え，かつ，当該

収入及び支出に係る証拠書類を，補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から５年間

保存しなければならない。

（書類の提出）

第20条 補助事業者は，この章に規定する申請，報告等に係る書類等の知事への提出は，受

託者を経由してするものとする。この場合，受託者の受付日を知事に提出された日とみ

なす。

第３章 ハード支援事業

（補助金の交付要件及び補助金の額等）

第21条 実施要領第３条第２号オに掲げる設備投資支援事業（以下「ハード支援事業」とい

う。）に係る補助金の交付のための要件及び額等は，次の各号に掲げるもののほか，別表

２に定めるとおりとする。

(1) 自動車，電子，食品，環境・新エネルギー，健康・医療，バイオ又は航空機産業に関

連する事業において，創業，新たな分野への進出，規模拡大に取り組む中小製造業者で

あること。

(2) 事業所指定を受けたものであること。

(3) 事業所指定を受けた事業に係る設備投資について，県と直接又は県を立会人として市

町村と立地協定を締結し，かつ，当該協定に定める義務を履行すること。

(4) 新たな事業所の設置に伴い，県内の既存の事業所の操業を停止し，又は県内の既存の

事業所の操業能力を著しく減少させるなどの場合でないこと。

(5) 鹿児島県税を完納しているものであること。

(6) 他の制度等により補助金又は助成金を受けている事業ではないこと。

２ 補助金の交付額は補助限度額を超えないものとし，算出された合計額に千円未満の端数

が生じた場合，これを切り捨てるものとする。

（工事着手届）



第22条 ハード支援事業に係る補助金の交付の申請をしようとする者は，工事着手後20日以

内に工事着手届（別記第２－１号様式）を知事に提出しなければならない。

（操業開始届）

第23条 ハード支援事業に係る補助金の交付の申請をしようとする者は，補助対象事業の操

業開始後20日以内に事業操業開始届（別記第２－２号様式）を知事に提出しなければなら

ない。

（補助金の交付申請）

第24条 ハード支援事業に係る規則第３条の補助金等交付申請書（以下，この章において「交

付申請書」という。）は，別記第２－３号様式によるものとし，交付申請書に添付すべき

書類は，次に掲げるとおりとする。

(1) 補助金申請額計算書（別記第２－４号様式）

(2) 事業概要説明書（別記第２－５号様式）

(3) 企業の現況調書（別記第２－６号様式）

(4) 新規雇用者増員内訳書（別記第２－７号様式）

(5) 新規雇用者名簿（別記第２－８号様式）

(6) 登記事項証明書

(7) その他知事が必要と認める書類

２ ハード支援事業に係る交付申請は，当該補助対象事業所の操業開始の日から１年６か月

以内に，操業開始の日から１年を経過する日までの経費について行うものとし，事業所指

定を受けた事業ごとに１回限りとする。

３ ハード支援事業に係る補助金の交付の申請をしようとする者は，第１項の補助金の交付

を申請するに当たって，当該補助金に係る消費税等に係る仕入控除税額（補助対象経費に

含まれる消費税等相当額のうち，消費税法の規定により仕入に係る消費税等として控除で

きる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）を減額して交付申請しな

ければならない。ただし，申請時において当該消費税等に係る仕入控除税額が明らかでな

いものについては，この限りではない。

（補助金の交付の決定及び確定の通知）

第25条 知事は，ハード支援事業に係る交付申請書を受理した場合は，規則第４条第１項及

び第14条の規定に基づき補助金の交付の決定及び交付額の確定を行うものとし，鹿児島県

中小製造業者創業・新分野進出等支援補助金交付決定及び交付確定通知書（別記第２－９

号様式）により通知するものとする。

２ 知事は，前項による交付の決定に当たっては，前条第３項により補助金に係る消費税等

に係る仕入控除税額について減額して交付申請がなされたものについては，これを審査し，



適当と認めたときは当該消費税等に係る仕入控除税額を減額するものとする。

３ 知事は，前条第３項ただし書による交付の申請がなされたものについては，補助金に係

る消費税等に係る仕入控除税額について，補助金の額の確定において減額を行うこととし，

その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。

（準用）

第26条 第４条，第８条，第９条，第10条，第13条，第14条，第17条及び第19条の規定は，

ハード支援事業の場合に準用する。この場合において，第４条中「ソフト支援事業」とあ

るのは「ハード支援事業」と読み替えるものとする。

（書類の提出）

第27条 補助事業者は，前条において準用する第４条の申込書及び事業計画書の提出につい

ては，受託者を経由してするものとする。この場合，受託者の受付日を知事に提出され

た日とみなす。

第４章 ベンチャー支援事業

（補助金の交付要件及び補助金の額等）

第28条 実施要領第３条第３号に掲げるベンチャービジネス育成・支援事業（以下「ベンチ

ャー支援事業」という。）に係る補助金の交付のための要件及び額等は，次の各号に掲げ

るもののほか，別表３に定めるとおりとする。

(1) 中小製造業者であること。

(2) 事業所指定を受けたものであること。

(3) 独自の技術を用いた新製品の研究・開発，試作品製作又は製品のトライアル供給に取

り組むものであること。

(4) 鹿児島県税を完納しているものであること。

(5) 他の制度等により補助金又は助成金を受けている事業ではないこと。

２ ベンチャー支援事業には，経費区分として試作・研究開発支援費とトライアル供給支援

費を設けるものとする。

３ トライアル供給支援費を受ける場合，トライアル供給を実施し，かつ，トライアル供給

先の顧客等に対してアンケート等の調査を実施し，評価結果等の分析・検証を行うことを

条件とする。

４ 試作・研究開発支援費のうち原材料費等の補助を受けて製作した試作品等については，

トライアル供給支援費のうち価格調整費の補助を受けることはできないものとする。

５ ベンチャー支援事業の実施期間（補助対象期間）は，交付決定の日から当該年度の２月

末日までとする。ただし，知事が必要と認めた場合，１事業者につき３か年度を限度とし

て，次年度も引き続き補助金の交付を受けることができるものとする。この場合，補助金

は年度ごとに交付するものとする。



６ ベンチャー支援事業に係る補助金の交付額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額と

する。ただし，補助金の交付額は補助限度額を超えないものとし，算出された合計額に千

円未満の端数が生じた場合，これを切り捨てるものとする。

（申込書の提出等）

第29条 新たにベンチャー支援事業に係る補助金の交付を受けようとする者は, 申込書（別

記第３－１号様式）を知事に提出しなければならない。

２ 前条第５項ただし書の規定により補助金の交付を受けようとする者は，実施期間終了後

速やかに次年度に係る継続申込書（別記第３－２号様式）を知事に提出しなければならな

い。

３ 知事は，前項の規定による継続申込書の提出があった場合において，必要と認めるとき

は，その承認をするものとし，申込みをした者に対して継続承認通知書（別記第３－３号

様式）により通知するものとする。

（準用）

第30条 第５条から第19条までの規定は，ベンチャー支援事業の場合に準用する。この場合

において，第５条第２項中「経営計画策定支援事業については別記第１－２号様式（別紙

１），経営計画実施支援事業については別記第１－２号様式（別紙２から別紙５までのう

ち行おうとする事業に係るもの）」とあるのは「別記第１－２号様式（別紙６）」と読み

替えるものとする。

第５章 雑則

（雑則）

第31条 この要綱に定めるもののほか，必要な事項は別に定める。

附 則

この要綱は，平成25年４月１日から施行する。

附 則

１ この要綱は，平成29年４月１日から施行する。

２ 第２条第１号ただし書の規定は，この要綱の施行前に事業所指定を受けた者については

適用しない。

附 則

１ この要綱は，平成31年４月１日から施行する。

２ 第２条第１号ただし書の規定は，平成29年３月31日以前に事業所指定を受けた者につい

ては適用しない。



別表１（第３条関係）

事 業 区 分 経費区分 内 容 補助金額等

経営計画策定支援事業 謝金 専門家謝金

旅費 専門家旅費 経費の３分の２以内

事業費 資料購入費，印刷製本費，通信運搬費，

調査研究費，委託費 800千円を限度とする。

その他 経営計画策定支援事業として知事が特

に必要と認める経費

経営計画実施支援事業

人材育成支援事業 事業費 直接人件費（※
１

），交通費（鉄道賃，

船賃，航空賃，車賃のうち，派遣する 経費の２分の１以内

社員に係る派遣先企業（※
２

）との往

路及び帰路の交通費（ただし１往復に 1,200千円を限度とする。

限る。）），滞在経費（宿泊料）（派遣す

る社員に係る派遣期間中の宿泊料等の

滞在経費（ただし，食費，光熱水費等

を除く。）），受講料（テキスト代，資

料代等を含む。）

その他 人材育成支援事業として知事が特に必

要と認める経費

試作・研究開発支援事業 試作・改良費 原材料及び副資材の購入に要する経

費，構築物の購入，建造，改良，据付 経費の３分の２以内

け，借用又は修繕に要する経費（ただ

し，対象となる構築物は，簡易なもの 4,000千円を限度とする。

に限る。），機械装置又は工具・器具の

購入，試作，改良，据付け，借用又修

繕に要する経費，外注加工・検証等に

要する経費，直接人件費（※
３
），特

許取得費，研究費

その他 試作・研究開発支援事業として知事が

特に必要と認める経費

マーケティング・販路開 事業費 旅費，会議費，会場借料，印刷製本費，

拓支援事業 資料購入費，通信運搬費，借料又は損 経費の２分の１以内

料，調査研究費，消耗品費，雑役務費，

検査器具購入費，会場整備費，保険料， 1,500千円を限度とする。

通訳料（含翻訳料），プロモーション



ビデオ制作費，広告宣伝費（新聞広告

は交付限度額50万円以内，テレビ放映

料は対象外），ホームページ制作費（交

付限度額は50万円以内）

その他 マーケティング・販路開拓支援事業と

して知事が特に必要と認めるもの

専門家招へい支援事業 謝金 専門家謝金 経費の３分の２以内

旅費 専門家旅費 900千円を限度とする。

その他 専門家招へい支援事業として知事が特

に必要と認める経費

※
１

派遣する社員に係る派遣期間中の基本給相当額

※
２

連結決算となる企業を除く。

※
３

研究開発に直接従事する者（補助事業者と雇用関係が結ばれている者に限る。）の研究開発業務時間に

対応する人件費に限るものとする。ただし，補助対象経費総額の３分の１を超えない額までとする。

（対象外となる経費）

・振込手数料，代引き手数料

・他団体からの補助又は委託を受けている事業に要する経費

・用地，建物の取得に要する経費

・経営者の人件費

・役員又は職員の飲食代

・使途の定まっていない活動に対する経費

・全部委託費 など



別表２（第21条関係）

交付要件 補助金額 交付限度額

次のいずれにも該当すること。 設備投資額の100分の２に

(1) 設備投資額が１千万円以上で，かつ新 相当する額に，新規雇用者数 ２千万円

規雇用者が３人以上であること。 に30万円を乗じて得た額を加

(2) 工場適地※１,工業等導入地区※２，工 えた額

業団地※３又はこれらに準ずるものとし

て，別に定める区域に事業所が設置され

ていること。

(3) 事業所指定を受けた年度を含め３年度

以内に工事着手すること。

※１ 工場適地とは，工場立地法（昭和34年法律第24号）第２条第１項に規定する工場

適地をいう。

※２ 工業等導入地区とは，農村地域工業等導入促進法（昭和46年法律第112号)第５条

第３項第１号に規定する工業等導入地区をいう。

※３ 工業団地とは，国（政府関係機関を含む。以下同じ。)，地方公共団体又は国若

しくは地方公共団体の出資若しくは出えんの額が当該法人における出資若しくは出

えんの総額の50パーセント以上に当たる法人により造成されたもの（これと一団の

土地として取得された土地を含む。)をいう。



別表３（第28条関係）

事 業 区 分 経費区分 内 容 補助金額等

ﾍﾞﾝﾁｬｰﾋﾞｼﾞﾈｽ育成・支援事業

試作・研究開発支援費 試作・改良費 原材料及び副資材の購入に要する経

費，構築物の購入，建造，改良，据付 経費の３分の２以内

け，借用又は修繕に要する経費（ただ

し，対象となる構築物は，簡易なもの 6,000千円を限度とする。

に限る。），機械装置又は工具・器具の

購入，試作，改良，据付け，借用又修

繕に要する経費，外注加工・検証等に

要する経費，直接人件費（※３），特

許取得費，研究費

その他 試作・研究開発に要する経費として知

事が特に必要と認める経費

トライアル供給支援費 価格調整費 トライアル供給（同一製品については

供給数量を20までとする。※４）によ

る割引額（通常価格とトライアル価格

との差額）（※５）

評価・検証費 評価結果の分析・検証に要する経費

販路開拓費 旅費，会議費，会場借料，印刷製本費，

資料購入費，通信運搬費，借料又は損

料，調査研究費，消耗品費，雑役務費，

検査器具購入費，会場整備費，保険料，

通訳料（含翻訳料），プロモーション

ビデオ制作費，広告宣伝費（新聞広告

は交付限度額50万円以内，テレビ放映

料は対象外），ホームページ制作費（交

付限度額は50万円以内）

その他 トライアル供給に要する経費として知

事が特に必要と認める経費

※１ 試作・研究開発支援費のうち原材料費等の補助を受けて製作した試作品等については，トライアル供

給支援費の価格調整費の補助を受けることはできないものとする。

※２ トライアル供給支援費を受ける場合，トライアル供給先の顧客等に対してアンケート等の調査を行い，

評価結果等の分析・検証を行うことを必要とする。



※３ 研究開発に直接従事する者（補助事業者と雇用関係が結ばれている者に限る。）の研究開発業務時間に

対応する人件費に限るものとする。ただし，補助対象経費総額の３分の１を超えない額までとする。

※４ トライアル供給については，補助対象経費として認める同一製品の供給数量を20までとする。また，

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号。いわゆる「独占禁止法」）第２条

第９項第３号に規定する不当廉売に当たるような「他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれ」がある

ような低価格販売は認められない。

※５ トライアル供給による割引額において，製品等の発注に付随する経費（設置費，運搬費，送料など）及

びその割引額は除く。

（対象外となる経費）

・振込手数料，代引き手数料

・他団体からの補助又は委託を受けている事業に要する経費

・用地，建物の取得に要する経費

・経営者の人件費

・役員又は職員の飲食代

・使途の定まっていない活動に対する経費

・全部委託費 など


